
Ｑ２   手形・小切手訴訟は，  どのような流れになっているのですか。

Ａ  一般的な手続の流れは， 次の手形訴訟事件審理モデル図のようになっています。
（小切手訴訟の流れも，基本的に同じです。）

【手形訴訟事件審理モデル図】

・訴状審査

・送達

・第１回口頭弁論期日で終結できるように準備

　（認否や抗弁の主張があった場合等の

　主張及び立証活動）

・訴状・答弁書の陳述及び証拠の提出

・弁論終結

・手形判決言渡し

送達から２週間

約１か月

・争点整理の実施

・被告の主張及び立証活動

・原告の反論の主張及び立証活動（反証の提出等）

※審理期間は，一般的な例です。

約１．５か月

手形訴訟の訴状受理（民訴法３５０条２項）

口頭弁論期日（判決言渡し）

口頭弁論期日 （証人等尋問）

第２回以降の争点整理手続期日

第１回争点整理手続期日

第２回口頭弁論期日 （手形判決言渡期日）

第１回口頭弁論期日

通常の民事訴訟
手続に基づく審理

手形判決確定

判決確定

通常移行の申述
（民訴法３５３条）

異議の申立て
（民訴法３５７条）

控訴の申立て
（民訴法２８１条１項）


